
「島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案）」及び「島田市まち・

ひと・しごと創生総合戦略（案）」のパブリック・コメント募集について 

 

島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略の策定に向けて、

市民意見（パブリック・コメント）を募集します。 

 

【【【【募集の趣旨募集の趣旨募集の趣旨募集の趣旨】】】】    

地方創生に向けて、地域の創意工夫や独自性を活かし、施策を強力に推

進・展開することにより、人口減少問題の克服や地域経済の発展を図り、市

民が安心して働き、結婚、妊娠、出産、子育ての希望を実現し、将来に夢や

希望を持つことができるよう、魅力ある地域づくりを行うため、「島田市ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び「島田市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の策定を進めています。 

住民をはじめ、産業界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メデ

ィア（産官学金労言）で構成する「島田市まち・ひと・しごと創生市民会議」

にて検討を重ね、「人口ビジョン」及び「総合戦略」の案を作成しましたの

で、これを公表し、市民の皆さんから広く意見を募集します。 

    

【意見を求める案件】【意見を求める案件】【意見を求める案件】【意見を求める案件】    

島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

【【【【意見の募集期意見の募集期意見の募集期意見の募集期間・資料を公表する期間間・資料を公表する期間間・資料を公表する期間間・資料を公表する期間】】】】 

平成27年８月26日（水）～９月30日（水） 

    

【【【【応募資格応募資格応募資格応募資格】】】】 

次のいずれかに該当する方（法人、団体を含む） 

ア 市内に在住・在勤・在学する方 

イ 市内に事務所または事業所を有する方 

ウ 上記のほか、意見募集の対象となっている事案に利害関係を有する方 

    

【【【【提出提出提出提出方法方法方法方法】】】】 

住所、氏名、電話番号、勤務先または通学先（市外在住の方の場合）を記 

入の上、郵送・ファクス・Ｅメールまたは、持参で戦略推進課まで提出し 

てください。様式は問いません。 

※「住所・氏名」の記入は、「必須」ですが、それ以外は「任意」です。 

 



 ◆ 持参 島田市役所３階 戦略推進課 

 ◆ 郵送 〒427-8501 （住所不要）島田市戦略推進課 

    ◆◆◆◆    ファクス 36－7251    

    ◆◆◆◆    Ｅメール senryakusuishin@city.shimada.lg.jp 

(戦略推進課メールアドレス) 

    

【【【【公表する資料公表する資料公表する資料公表する資料】】】】 

・「島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案）」 

・「島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」 

参考資料として 

・「島田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（案）」概要 

・「島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」概要 

    

【【【【資料資料資料資料のののの閲覧場所】閲覧場所】閲覧場所】閲覧場所】 

 下記に公表する資料を配置します。 

 ・市のホームページ 

・情報公開コーナー（市役所本庁舎１階、金谷南支所、金谷北支所、川根支所） 

    

【応募意見の【応募意見の【応募意見の【応募意見の取取取取りりりり扱い扱い扱い扱い】】】】： 

・提出された意見は、整理した上で、市の考えとともに後日公表します。 

・個々のご意見に対する直接の個別回答はしません。なお、公表の際には、

意見内容以外（住所・氏名など）は記載しません。 

 

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】    

島田市役所 市長戦略部 戦略推進課 担当：中村、太田原 

                   電話：0547－36－7127 

                   ファクス：0547－36－7251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


